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市川市条例第  号  

市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例  

 市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１４年条例第３７

号）の一部を次のように改正する。  

 第２条中「又は」を「並びに」に、「（以下「原動機付自転車」を「及び同法

第３条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量が０ .１２５リットル以下又

は定格出力が１.００キロワット以下のもの（側車付きのものを除く。以下「原

動機付自転車等」に改める。  

 第３条から第５条までを次のように改める。  

（名称及び位置）  

第３条 自転車等駐車場の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。  

（使用の方法）  

第４条 自転車等駐車場の使用の方法は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。  

 ⑴ 定期使用 月を単位とし、使用を開始する月から当該月の属する年度の



３月までの間を使用期間として使用すること。  

 ⑵ １回使用 継続する２４時間以内の時間につき、１回の入場及び退場を

単位として使用すること。  

 ⑶ 時間使用 時間を単位として使用すること。  

（使用の許可）  

第５条 定期使用の方法により自転車等駐車場を使用しようとする者は、市長

の許可を受けなければならない。  

 第５条の２を削る。 

 第１４条を第１９条とし、第１１条から第１３条までを５条ずつ繰り下げる。 

 第１０条第１項第２号中「原動機付自転車」を「原動機付自転車等」に改め、

同条を第１５条とする。  

 第９条第１項中「第７条第２項」を「第１２条第２項」に改め、同条を第    

１４条とする。  

 第８条第１項第１号中「第１種自転車等駐車場、第２種自転車等駐車場又は

第３種自転車等駐車場」を「定期使用の方法により使用することができる自転

車等駐車場」に改め、同項第２号中「第４種自転車等駐車場又は第６種自転車

等駐車場」を「１回使用の方法により使用することができる自転車等駐車場」

に改め、同項第３号中「第５種自転車等駐車場に第５条の２」を「時間使用の

方法により使用することができる自転車等駐車場に第８条第４項」に、「自転車

が」を「自転車等が」に、「当該自転車」を「当該自転車等」に改め、同条第３

項中「第６条各号」を「第１１条各号」に改め、同条を第１３条とする。  

 第７条第１項中「第４条」を「第５条」に改め、同条を第１２条とする。  

 第６条第３号中「原動機付自転車」を「原動機付自転車等」に改め、同条を

第１１条とする。  

 第５条の次に次の５条を加える。  

（定期使用の使用料等）  

第６条 定期使用の方法により自転車等駐車場を使用する者は、別表第２に定

める額に消費税等加算率（市川市使用料条例（平成１１年条例第３９号）第



１条の２第１号に規定する消費税等加算率をいう。以下同じ。）を乗じて得た

額（当該額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）に前

条の許可に係る期間の始期の属する月から当該月の属する年度の３月までの

月数（当該許可に係る期間の始期の属する月が３月であるときは、１とする。）

を乗じて得た額を使用料としてその全額を一括して納付しなければならない。

ただし、当該使用料を納付すべき者でその全額を一括して納付することが困

難であると市長が認めたものは、規則で定めるところにより当該使用料を２

回に分割して納付することができる。  

２ 定期使用の方法により使用することができる自転車等駐車場の名称及び当

該自転車等駐車場に駐車することができる自転車等の種類については、規則

で定める。  

（１回使用の使用料等）  

第７条 １回使用の方法により自転車等駐車場（機械装置により自転車等を駐

車させる構造の自転車等駐車場（次項において「機械式駐車場」という。）を

除く。）を使用する者は、次の表に定める額に消費税等加算率を乗じて得た額

（当該額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）の使用

料（以下この項において「１回使用料」という。）を納付し、又は１１回分の

使用料（１回使用料に１０を乗じて得た額とする。）を前納しなければならな

い。この場合において、当該使用料を前納した者は、使用の都度、当該使用

料を前納したことを証する書類を提出しなければならない。  

区  分  一  般  高校生以下  

１回につき  
自 転 車 １００円  ５０円  

原動機付自転車等  ２００円  １００円  

２ １回使用の方法により自転車等駐車場（機械式駐車場に限る。次項におい

て同じ。）を使用する者は、次の表に定める額に消費税等加算率を乗じて得た

額（当該額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を使

用料として納付しなければならない。  



１回につき  
自 転 車 １００円  

原動機付自転車等  ２００円  

３ 前項の規定による使用料は、自転車等が自転車等駐車場から出場する際に

徴収する。  

４ １回使用の方法により使用することができる自転車等駐車場の名称及び当

該自転車等駐車場に駐車することができる自転車等の種類については、規則

で定める。  

（時間使用の使用料等）  

第８条 時間使用の方法により自転車等駐車場を使用する者は、次の表に定め

る額に消費税等加算率を乗じて得た額（当該額に１０円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てた額）を使用料として納付しなければならない。た

だし、自転車等が入場した時から２時間を経過する時までは、無料とする。 

２時間まで

ごとにつき  

自 転 車 １００円  

原動機付自転車等  ２００円  

２ 前項の規定により算定する使用料の額は、自転車等が入場した時から２４

時間までごとにつき同項の表の規定による２時間までごとの使用料の額に５

を乗じて得た額を限度とする。  

３ 前２項の規定による使用料は、自転車等が自転車等駐車場から出場する際

に徴収する。  

４ 時間使用の方法により自転車等駐車場を使用する者は、市長が特別の理由

があると認める場合を除き、自転車等が入場した時から４８時間を経過する

時以降は、当該自転車等を引き続き駐車してはならない。  

５ 時間使用の方法により使用することができる自転車等駐車場の名称及び当

該自転車等駐車場に駐車することができる自転車等の種類については、規則

で定める。  

（使用料の減免）  

第９条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除する



ことができる。  

（既納の使用料）  

第１０条  既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると

認めるときは、この限りでない。  

 別表を別紙のように改める。  

 別表第１の次に別紙の１表を加える。  

   附  則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。  

 （準備行為）  

２ 平成２８年４月１日（以下「施行日」という。）以後に改正後の第４条第１

号に規定する定期使用の方法により自転車等駐車場を使用しようとする者に

係る使用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行

前においても、改正後の第５条、第６条第１項、第９条及び別表第２の規定

の例により行うことができる。  

 （経過措置）  

３ 改正後の第７条第１項から第３項まで及び第８条第１項から第４項までの

規定は、施行日以後に改正後の第４条第２号に規定する１回使用又は同条第

３号に規定する時間使用の方法により使用することができる自転車等駐車場

を使用する者に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施

行日前に改正前の第５条第２項の規定により継続する２４時間以内の時間に

つき、第１種自転車等駐車場、第２種自転車等駐車場若しくは第３種自転車

等駐車場を使用した者、同条第３項の規定により第５種自転車等駐車場を使

用した者又は同条第５項の規定により第６種自転車等駐車場を使用した者が

納付しなければならない使用料で施行日以後に納付するものについては、な

お従前の例による。  

４ 施行日前に改正前の別表４の表に規定する行徳第４駐輪場、国府台第１駐



輪場、国府台第２駐輪場、北国分駐輪場、国分バス停駐輪場及び一本松バス

停駐輪場の施設又は設備の全部又は一部を壊し、汚し、又は失わせた者に係

る改正前の第１１条の規定による当該施設又は設備を原状に回復し、又はそ

の損害を賠償しなければならない義務については、なお従前の例による。  



別表第１（第３条関係）  

名   称  位   置  

市川第１駐輪場  市川市市川２丁目２,３２６番２  

市川第４駐輪場  市川市市川１丁目１,０８９番１４  

市川第６駐輪場  市川市市川１丁目５５３番４  

市川第７駐輪場  市川市市川１丁目１,９５８番１  

市川第８駐輪場  市川市新田５丁目１,２４２番２  

市川地下駐輪場  市川市市川１丁目１,８２５番１４  

市川アイ・リンクタウン

地下駐輪場  

市川市市川南１丁目１番  

八幡第１駐輪場  市川市八幡３丁目６２２番２  

八幡第２駐輪場  市川市八幡１丁目３７番３  

八幡第３駐輪場  市川市八幡３丁目５４７番２  

八幡第４駐輪場  市川市南八幡５丁目５８６番  

八幡第５駐輪場  市川市南八幡４丁目１６５番８  

八幡第６駐輪場  市川市八幡４丁目１,７６６番２  

八幡第７駐輪場  市川市八幡２丁目１,７３１番１  

八幡第８駐輪場  市川市八幡２丁目１２１番２  

八幡第９駐輪場  市川市八幡２丁目３,３９１番２  

八幡第１０駐輪場  市川市八幡２丁目１,６７３番１６  

八幡地下駐輪場  市川市八幡３丁目１番４  

八幡第２地下駐輪場  市川市八幡３丁目１,３４３番７  

八幡第３地下駐輪場  市川市南八幡４丁目１６７番２  

ターミナルシティ本八幡

地下駐輪場  

市川市八幡３丁目１,２４５番１８  

下総中山駐輪場  市川市高石神１５２番２  

大野第１駐輪場  市川市大野町３丁目１,４３５番５  

大野第２駐輪場  市川市大野町２丁目２７２番  



大野第５駐輪場  市川市大野町２丁目２７１番  

二俣新町第１駐輪場  市川市二俣新町３番３ 

二俣新町第２駐輪場  市川市二俣新町３番４ 

市川塩浜第１駐輪場  市川市塩浜２丁目１番１  

市川塩浜第２駐輪場  市川市塩浜２丁目１番７  

原木中山駐輪場  市川市高谷１丁目２６４番３  

妙典第１駐輪場  市川市富浜２丁目１９番  

妙典第２駐輪場  市川市妙典４丁目１０２番１  

行徳第１駐輪場  市川市行徳駅前１丁目１８番  

行徳第２駐輪場  市川市行徳駅前２丁目２４番  

行徳第３駐輪場  市川市湊新田１丁目１６番１  

南行徳第１駐輪場  市川市欠真間２丁目３０番  

南行徳第２駐輪場  市川市相之川４丁目１８番  

南行徳第３駐輪場  市川市新井３丁目３２番  

南行徳第４駐輪場  市川市南行徳１丁目１５番４  

南行徳第５駐輪場  市川市相之川４丁目６番１１  

国分高校バス停駐輪場 市川市稲越町３０８番 

 



別表第２（第６条関係）  

 １ 自転車に係る定期使用の１月当たりの額  

名   称  一   般  高校生以下  

市川第１駐輪場  １,３００円  ６５０円  

市川第４駐輪場  １階及び２階  

２,０５０円  

３階  

１,６００円  

１階及び２階  

１,０２５円  

３階  

８００円  

市川第６駐輪場  １,３００円  ６５０円  

市川第７駐輪場  １,３００円  ６５０円  

市川第８駐輪場  １,３００円  ６５０円  

市川地下駐輪場  地下１階  

２,０５０円  

地下２階  

１,６００円  

地下１階  

１,０２５円  

地下２階  

８００円  

市川アイ・リンクタウン

地下駐輪場  
１,６００円  ８００円  

八幡第１駐輪場  １,３００円  ６５０円  

八幡第２駐輪場  １,３００円  ６５０円  

八幡第３駐輪場  １,３００円  ６５０円  

八幡第４駐輪場  １,３００円  ６５０円  

八幡第５駐輪場  １,６００円  ８００円  

八幡第６駐輪場  １,６００円  ８００円  

八幡第７駐輪場  １,６００円  ８００円  

八幡第８駐輪場  １,６００円  ８００円  

八幡第９駐輪場  １,３００円  ６５０円  

八幡第１０駐輪場  １,６００円  ８００円  

八幡地下駐輪場  １,６００円  ８００円  

八幡第２地下駐輪場  ２,０５０円  １,０２５円  



八幡第３地下駐輪場  ２,０５０円  １,０２５円  

ターミナルシティ本八幡

地下駐輪場  
２,０５０円  １,０２５円  

下総中山駐輪場  １,０００円  ５００円  

大野第１駐輪場  ６５０円  ３２５円  

大野第２駐輪場  １,０００円  ５００円  

大野第５駐輪場  １,０００円  ５００円  

二俣新町第１駐輪場  １,０００円  ５００円  

二俣新町第２駐輪場  １,０００円  ５００円  

市川塩浜第１駐輪場  １,０００円  ５００円  

市川塩浜第２駐輪場  ６５０円  ３２５円  

原木中山駐輪場  １,３００円  ６５０円  

妙典第１駐輪場  １,３００円  ６５０円  

妙典第２駐輪場  １,３００円  ６５０円  

行徳第１駐輪場  １,３００円  ６５０円  

行徳第２駐輪場  １,３００円  ６５０円  

行徳第３駐輪場  １,０００円  ５００円  

南行徳第１駐輪場  １,０００円  ５００円  

南行徳第２駐輪場  １,０００円  ５００円  

南行徳第３駐輪場  １,０００円  ５００円  

南行徳第４駐輪場  １,３００円  ６５０円  

南行徳第５駐輪場  １,３００円  ６５０円  

国分高校バス停駐輪場 ６５０円  ３２５円  

 ２ 原動機付自転車等に係る定期使用の１月当たりの額  

原動機付自転車等に係る定期使用の一般又は高校生以下の１月当たりの

額は、１の表名称の欄の区分に応じ、それぞれ定められた１月当たりの額

の２倍とする。  



理  由  

 

  受益者負担の適正化を図るため自転車等駐車場の使用に係る使用料の額を

見直すとともに、自転車等駐車場を使用することができる自転車等に総排気

量１２５ｃｃまでの自動二輪車等を加えるほか、所要の改正を行う必要があ

る。  

  これが、この条例案を提出する理由である。  

 

 


